
 次のとおり一般競争入札に付する。 

 なお、この公告は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）の適用を受け

る調達に係るものである。 

  令和８年２月６日 

岩手県医療局長 小原 重幸 

１ 調達内容 

 (１) 業務件名及び数量 岩手県立磐井病院・南光病院・花泉地域診療センター医療情報システム構築業務 １式 

 (２) 調達案件の仕様等 入札説明書による。 

 (３) 履行期間 契約締結の日から令和９年３月31日まで 

 (４) 履行場所 入札説明書による。 

 (５) 入札方法 

ア 本件入札は、総合評価一般競争入札により行う。 

イ 入札者は、総合評価のための提案書を入札書とともに提出しなければならない。 

ウ (１)の件名にて総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加者資格 

(１) 法人は、次に掲げる要件を満たすこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

イ 令和７年度において岩手県が発注する情報システム開発業務の委託契約に係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は

特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等（令和６

年岩手県告示第583号）に規定する情報システム開発業務の種類のうち、ソフトウェア開発及びネットワーク関連業務につ

いて、特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。 

ウ 入札説明書４(３)に定める期日の時点において、県営建設工事の請負契約に係る条件付一般競争入札及び指名競争入札参

加者の資格等に関する規程（昭和56年３月27日告示第412号）第７条に規定する名簿（「県営建設工事競争入札参加資格者

名簿」）に登載されている者であること。 

エ 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなさ

れている者（同法第33条第１項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。）又は会社更生法（平成14年法律第154

号）に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者（同法第41条第１項に規

定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

オ この公告の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準に基づく入札参加制限

の措置又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていないこと。 

カ この公告の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準、建設関連業務に係る指

名停止等措置基準又は物品購入等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受

けていないこと。 

キ オ又はカの文書警告に伴う措置を受けている場合、この公告の日において、当該措置を受けた日から１月を経過している

こと。 

ク 事業者の代表者、役員（執行役員を含む。）、支店又は営業所を代表する者等経営に関与する者が、暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同条第２号に規定する暴力団若

しくは同条第６号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 



ケ 本件入札に関して(２)に定める共同企業体の構成員となっていないこと。 

コ 674床以上の県立、市立等の公立病院における、医療情報システム導入、構築等に係る契約実績を有すること。 

(２) 共同企業体は、次に掲げる要件を満たす２者又は３者以上の構成員からなる任意の団体であること。  

ア 構成員間で次の(ア)から(コ)までに掲げる事項を定めた協定を締結していること。 

(ア) 目的 

(イ) 共同企業体の名称 

(ウ) 構成員の名称及び所在地 

(エ) 共同企業体の代表者の名称及び権限 

(オ) 各構成員の出資比率又は分担業務の内容及び分担業務額の全体に対する割合 

(カ) 構成員の責任 

(キ) 業務履行中における構成員の脱退に関する措置 

(ク) 業務履行中における構成員の破産又は解散に対する措置 

(ケ) 共同企業体が解散した後の契約不適合責任 

(コ) その他必要な事項 

イ 本業務の履行に関して中心的な役割を担い、かつ、出資比率又は分担業務額の全体に対する割合が最大の者が共同企業体

の代表者であること。ただし、これらが最大の者が複数ある場合は、いずれかの者が代表者となること。 

ウ 共同企業体の代表者が(１)イ及びウに掲げる要件を満たしていること。 

エ 共同企業体の各構成員が(１)ア及びエからクまでに掲げる要件を満たしていること。 

オ 構成員のいずれかの者が(１)コに掲げる要件を満たしていること。 

カ 本件入札に関して各構成員が他の共同企業体の構成員となっていないこと。 

３ 総合評価に関する事項 

 (１) 提案書の提出 総合評価のための提案書を令和８年３月13日午後３時までに４(１)の場所へ提出すること。（提案書を郵

送する方法により入札に参加しようとする場合は、書留郵便により、同月11日午後５時までに４(１)の場所へ提出すること。

） 

 (２) プレゼンテーションの実施 

  ア 日時 令和８年３月25日 順番は、(１)の提案書の提出時にくじ引きにより決定する。 

  イ 方法 Ｗｅｂ会議システム方式（Ｚｏｏｍ） 

 (３) 総合評価の方法 総合評価点は、「岩手県立磐井病院・南光病院・花泉地域診療センター医療情報システム構築業務調達

に係る落札者決定基準書」により算出する。 

４ 契約条項を示す場所等 

 (１) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先 郵便番号020-0023 岩手県盛岡市内丸11番１号 岩手県医

療局医事企画課 電話番号019-629-6359（郵送による入札説明書の交付を希望する者は、Ａ４判用紙が入る返信用封筒（宛先

を明記したもの）及び重量100ｇに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて申し込むこと。） 

 (２) 入札及び開札の日時及び場所 

  ア 令和８年４月３日午前10時 岩手県盛岡市内丸11番１号 盛岡地区合同庁舎５階医療局会議室（入札書を郵送する方法に

より入札に参加しようとする場合は、書留郵便により、同月２日午後５時までに(１)の場所に提出すること。） 

  イ 予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行う。 

５ その他 

 (１) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

 (２) 入札保証金 入札金額の100分の110に相当する金額の100分の３以上の額とする。ただし、この一般競争入札への参加を

希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、入札保証金の全部又は一部の納



付を免除する。 

 (３) 入札への参加を希望する者に求められる事項 本件入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有

することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和８年２月13日午後３時までに４(１)の場所に提出しなければならな

い。 

 (４) 入札への参加 (３)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札

に参加できるものとする。 

 (５) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした

入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

 (６) 契約書作成の要否 要 

 (７) 落札者の決定方法 

  ア 医療局財務規程（昭和51年岩手県医療局管理規程第６号）第190条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内であ

り、かつ、３(３)により算出された総合評価点が最も高い者を落札者とする。 

  イ 落札者となるべき者が２者以上あるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合におい

て、当該入札者のうちくじを引くことができない者があるときは、これらの者に代えて、当該事務に関係のない職員にくじ

を引かせるものとする。 

 (８) 提出された申請書等について、入札日の前日までの間において岩手県医療局から説明を求められた場合は、それに応じな

ければならない。 

 (９) その他 詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 (１) Nature and quantity of the services to be required: 

Medical information system,1 set 

 (２) Time-limit of tender: 

10:00 a.m., 3 April, 2026 (By mail tenders must be submitted by 5:00 p.m., 2 April, 2026） 

 (３) Contact point for the notice: 

System Affairs Section, Medical Planning Division, Bureau of Medical Affairs, Iwate Prefectural 

Government, 11-1 Uchimaru, Morioka-shi, Iwate 020-0023, JAPAN TEL019-629-6359 


